
 

 

 

 

          視力検査を実施します 

 今月は、視力検査を行います。下記のお子さんには「視力検査カード（黄色）」を配付しますの

で、黒板の文字が見えるか、体育の授業で危険なことはないか等についてお子さんとお話くださ

い）。 

 

 

 

 

 

 

「見えにくい」と感じることは、学習意欲の低下や不慮の事故等につながることがあります。 

必要に応じて、眼科を受診する、家庭で経過観察をする等のご対応をお願いいたします。 

 

「目」を守るための６カ条！ 

  10 月 10 日は、「目の愛護デー」です。目はとても大事な体の一部ですが、傷つきやすかった

り、疲れやすいので、日頃から特に大切に守らないといけません。大切な目を守るために、６つの

ポイントを覚えておきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

＜視力検査カードの配付対象者＞ 

・今回の視力が、「B」以下だったお子さん 

※今回両目とも Aだったお子様にはカードは配付しません。 

 受診をされなかった

場合も、カードに押印

をしてご返却下さい。 

令和７年１０月１日 佐世保市立中里小学校 保健室 



色覚検査について 

 保護者の希望により、色覚異常を調べるための検査を学校で実施します。 

ご希望の方は、①担任を通して希望を伝えていただき（連絡帳等）、②申込書 

を配付しますのでご記入の上ご提出ください。 

 

色覚異常とは・・・日本人では、男子の約５％、女子の約０．２％に先天赤緑色覚異常がみ

られるといわれています。色覚異常は治療することはできませんが、自

分の見え方を知ることで、色を注意深く見るよう気をつけたり、学習で

見分けやすい色の道具を使用する等の配慮ができるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようなカードを使用します。 

伝染性紅斑（りんご病）が 

流行しています 
保健室でのけがの対応について 

  

 保健室は、一時的な応急処置をする場所です。 病院

ではありませんので、診断や治療（継続的な処置を含

む）等の医療行為は法律で禁止されています。そこ

で、下記のことについて、ご理解とご協力をお願いい

たします。 

 

① ケガをした翌日以降の対応（絆創膏等の貼替え）

については、なるべくご家庭での対応をお願い

します（継続的な処置は行えません）。 

② テーピング等は、医療行為に抵触します。医師の

指示下で行わない場合、逆に症状を悪化させる

場合があるため、保健室では実施できません。 

③ 学校以外でのケガ（休日、習い事等）の処置は、

必ずご家庭での対応をお願いします。 

④ 学校でのケガについて、後日病院を受診された

場合は、お知らせください。（災害共済給付金の

対象になる場合があります） 

⑤  

 

伝染性紅斑（りんご病）が校内でも流行してい

ます。感染予防のため、こまめな手洗い・うがい

を行いましょう！ 

＜主な症状＞ 

・微熱、風邪のような症状 

・頬がりんごのように赤くなり盛り上がる 

・腕・足・尻に網目状の発疹が出る 

 

＜主な感染経路＞ 

・飛沫感染、接触感染 

 

＜特徴＞ 

感染力が高いのは風邪症状が現れている時

で、発疹が出た時には感染力は低いと言われて

いる。 

 

お子様の様子を見られ、気になる症状がある

場合は医療機関を受診されてください。 
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